
 

多機能型重症児デイサービス グリーンハウスおおつか事業計画書 

 
１、事業の種類 

  ● 指定障害児通所支援事業 

    児童発達支援・放課後等デイサービス（多機能型障害児デイサービス） 

● 定員：5 名 

 

２、運営方針 

（１）障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応

することができるよう、障害児等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に

応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行う。 

（２）従業者は、指定通所支援の提供に当たっては懇切丁寧を旨とし、障害児等に対し支援

を必要な事項について、理解しやすいように説明を行う。 

（３）提供する指定通所支援の質の評価を行い、常にその改善を図る。 

（４）「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定

める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施する。 

 

３、今年度運営目標 

 利用者延べ人員 1,064 名（月平均 88 名・1 日平均 4.2 名） 

 

 【重点目標】 

 （1）人材確保と人材育成 

  ・外国人、高齢者、障害者、無資格未経験者の受入を行う  

・『業務見直し』を行うことで、効率化、無駄の削減、機器の活用をし、 誰もが働き

やすい職場環境を整える 

・『指導マニュアル』に基づいた対応を行うことで、指導内容の改善や 個人評価、習

得状況確認につなげる 

（2）.業務継続計画（BCP）整備  

・業務継続計画に沿った訓練の実施  

・訓練からみえた課題の解決 

 

 【事業所目標】 

   職員の育成、関係機関と連携を図りサービスの安定化を図る。 

 

 



 

４、各種会議 

 

５、事業別勉強会内容予定表 

月 内      容 月 内      容 

４ 
感染対策・虐待防止・身体拘束について 

業務継続計画 BCP について 
１０ 

業務継続計画 BCP について 

感染対策・虐待防止・身体拘束について 

５ 感染対策・虐待防止・身体拘束について １１ 感染対策・虐待防止・身体拘束について 

６ 
機能訓練に関すること 

感染対策・虐待防止・身体拘束 
１２ 

次年度の運営目標について 

感染対策・虐待防止・身体拘束について 

７ 

機能訓練に関すること 

感染対策・虐待防止・身体拘束 

業務継続計画 BCP について 

１ 

療育に関すること 

感染対策・虐待防止・身体拘束について 

業務継続計画 BCP について 

８ 感染対策・虐待防止・身体拘束について ２ 
療育に関すること 

感染対策・虐待防止・身体拘束について 

９ 感染対策・虐待防止・身体拘束 ３ 感染対策・虐待防止・身体拘束について 

※毎月安全対策委員会実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 議 名 回数 招集 司会 参加職種 目  的 

スタッフ   

ミーティング 

月 

１回 
管理者 管理者 

所長、管理者、看護師、

保育士、機能訓練指導員 

・業務申し合わせ ・行事検討 

・ケース検討・事業進行管理確認 

・新規利用者受入検討 

各種委員会 
月 

1 回 
管理者 管理者 

所長、管理者 

看護師、保育士 

機能訓練指導員 

・感染症対策（衛生）委員会 

・障害児童虐待防止委員会 

・身体拘束適正化委員会 

・安全対策委員会 

・業務継続委員会(BCP) 



 

６、年間行事予定 

月 年 間 行 事 月 年 間 行 事 

４ お花見 １０ ハロウィン 

５ こどもの日・母の日 １１ 紅葉遊び 

６ 父の日 BCP 訓練 １２ クリスマス BCP 訓練 

７ 七夕 １ 新年会 

８ 夏祭り ２ 節分 避難訓練 

９ 運動会 ３ ひな祭り 

【毎月の行事】 誕生会       【大掃除】 年２回（６月 ・ 1２月） 

 


